
第３章　好循環社会とくしま
第５節　化学物質による環境汚染の防止

１　  現状と課題  

　化学物質は、私たちの生活を豊かにし、また生活
の質の維持向上に欠かせないものとなっています。
その一方で、日常生活の様々な場面や、製造から廃
棄に至る事業活動の各段階から多種多様の化学
物質が環境に排出されています。その中には、焼却
などに伴って非意図的に発生するダイオキシン類な
ど、人の健康や生態系に悪影響を及ぼすおそれが
ある物質もあり、化学物質の環境リスクに対する不
安が存在することも事実です。
　化学物質による環境リスクを低減するため、一部
の化学物質については使用方法や用途などに応じ
た基準等が定められております。また、基準等が定
められていないものでも、人の健康を損なうおそれ
がある化学物質については、環境汚染等を未然に
防止するため、平成１１年度に「特定化学物質の環
境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に
関する法律」が制定され、環境への排出量等を把
握することになっています。　　　　　　　　
　しかしながら、化学物質は種類が非常に多く、現
在使われているものは世界全体で約１０万種、日本
で数万種あると言われています。したがって、全ての
化学物質について、人の健康や生態系への影響に
関して十分な科学的知見を整備するためには、き
わめて長い時間と膨大な費用を要します。
　このため、化学物質の適正な利用及び排出管理
を促進し、社会全体としての環境リスクを低減する
ことが重要となっています。

２　本県の  取組み  

　本県では、毎年、ダイオキシン類その他化学物質
による環境汚染の実態調査を行っているほか、その
排出削減対策を推進しています。また、ＰＲＴＲ制度
に基づき、化学物質の排出・移動状況の適切な把
握に努めています。
　農薬については、植物防疫指針、発生予察情報
等により効率的な防除を推進するとともに、農業者
を中心とした農薬取扱者に対して、農薬の危被害
防止、環境汚染防止を総合的に推進しています。

（１）化学物質による汚染実態及び環境リスクに関す
る調査の推進
　ダイオキシン類については、ダイオキシン類対策
特別措置法に基づき、環境中のダイオキシン類の
濃度を把握するため、毎年、大気、土壌、公共用水
域及び地下水について調査測定を実施しています。
　平成２５年度の調査結果は表３－５－１～４のとお
りで、全ての地点で環境基準に適合していました。

表３－５－１　大気環境中のダイオキシン類濃度
（ｐｇ-ＴＥＱ/ｍ３）

場　所 夏　期 冬　期 平　均

徳島市 ０．０１３ ０．００８８ ０．０１１

阿南市 ０．０５８ ０．００８０ ０．０３３

藍住町 ０．０１５ ０．００９５ ０．０１２

平　均 ０．０２９ ０．００８８ ０．０１９

（注）環境基準（大気）：０．６ｐｇ-ＴＥＱ/ｍ３以下（年平均値）　

表３－５－２　土壌環境中のダイオキシン類濃度  
（ｐｇ-ＴＥＱ/ｇ）

調査地点 測定結果

徳島市国府町 ０．１１

鳴門市撫養町 １．８

小松島市和田島町 ２．７

阿南市新野町 ０．１５

美馬市穴吹町 ０．０４４

名西郡石井町石井 ０．３０

名西郡神山町上分 ０．７４

板野郡松茂町長原 ０．５１

板野郡藍住町矢上 ０．３８

板野郡板野町犬伏 ０．０４７

美馬郡つるぎ町半田 ０．０４７

三好郡東みよし町東山 ０．２２

平均値  ０．５９

（注）環境基準（土壌）：１，０００ｐｇ-ＴＥＱ/ｇ以下

表３－５－３ 公共用水域の水質及び底質中のダイ  　
　　　　　 オキシン類濃度 
　　　　　　　（水質：ｐｇ-ＴＥＱ/Ｌ，底質：ｐｇ-ＴＥＱ/ｇ）

河川海域名 調査地点 水質測
定結果

底質測
定結果

福井川 大西橋 ０．１５   ７．０

椿川 加茂前橋 ０．１３   １．３

小松島港
ｓｔ－１ ０．０３０ ３．１

ｓｔ－４ ０．０５５ ６．３

河川・海域全体の平均値 ０．０９１ ４．４
（注）１　環境基準（水質）：１ｐｇ-ＴＥＱ/Ｌ以下
　　２　環境基準（底質）：１５０ｐｇ-ＴＥＱ/ｇ以下
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表３－５－４　地下水質中のダイオキシン類濃度
（ｐｇ-ＴＥＱ/Ｌ）

調査地点 測定結果

徳島市多家良町 ０．０３２

鳴門市大麻町 ０．０３１

勝浦郡勝浦町大字沼江 ０．０３１

名西郡佐那河内村下 ０．５０  

海部郡海陽町大里 ０．０３０

板野郡北島町中村 ０．０３６

板野郡上板町神宅 ０．６０  

三好郡東みよし町加茂 　０．０３０　

平均値  ０．１６０

　（注）環境基準（水質）：１ｐｇ-ＴＥＱ/Ｌ 以下

　また、化学物質による環境汚染の未然防止を図
るための基礎資料を得ることを目的に、昭和５６年
度から環境省の受託事業として化学物質環境実
態調査を実施しており、集計結果については、環境
省のホームページにおいて「化学物質環境実態調
査‐化学物質と環境」として公開されています。
　さらに、ＰＲＴＲ制度により化学物質の環境中への
排出量等を把握しており、その集計結果については、
環境省のホームページにおいて「ＰＲＴＲ集計結果・
データを見る」として公開されているほか、県のホー
ムページでも公表しています。

（２）化学物質の排出抑制対策の推進
　ダイオキシン類については、平成１１年度に「ダイ
オキシン類対策特別措置法」が制定され、対策が
講じられています。ダイオキシン類対策特別措置法
により、廃棄物焼却炉などダイオキシン類の主な発
生源となる施設（特定施設）には排出基準（表３－
５－５）が定められ、その設置者には届出や毎年１回
以上のダイオキシン類の測定及び結果の報告が義
務づけられています。（表３－５－６）

表３－５－５　ダイオキシン類排出基準

〈排出ガスに係る特定施設及び排出基準値〉
　　　　　　　　　　　　　　　（単位：ｎｇ-ＴＥＱ/ｍ3Ｎ）

施　設　の　種　類 新設施設
の基準

既存施設
の基準

廃棄物焼却
炉 （処理能
力が５０㎏/時
以 上 又 は 
火床面積が
０．５ｍ２以上）

４ｔ/時以上 ０．１ １

２ｔ/時～４ｔ/時 １ ５

２ｔ/時未満 ５ １０

焼結鉱用焼結炉 ０．１ １

製鋼用電気炉 ０．５ ５

亜鉛回収用焙焼炉・焼結
炉・溶鉱炉・溶解炉・乾燥炉 １ １０

アルミニウム合金用焙焼
炉･溶解炉・乾燥炉 １ ５

（注）既存施設：Ｈ１２．１．１５に現に設置されている施設

〈排出水に係る特定施設及び排出基準値〉
　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：ｐｇ-ＴＥＱ/Ｌ）

施　設　の　種　類 基準 

●クラフトパルプ又はサルファイトパルプ製
造用塩素系漂白施設
●カーバイド法アセチレン製造用アセチレン
洗浄施設
●硫酸カリウム製造用廃ガス洗浄施設
●アルミナ繊維製造用廃ガス洗浄施設
●担体付き触媒の製造用焼成炉から発生
するガスを処理する廃ガス洗浄施設
●塩化ビニルモノマー製造用二塩化エチレ
ン洗浄施設
●カプロラクタム製造用硫酸濃縮施設・シク
ロヘキサン分離施設・廃ガス洗浄施設
●クロロベンゼン又はジクロロベンゼン製造
用水洗施設・廃ガス洗浄施設
●４－クロロフタル酸水素ナトリウム製造用
ろ過施設・乾燥施設・廃ガス洗浄施設
●２，３－ジクロロ－１，４－ナフトキノン製造
用ろ過施設・廃ガス洗浄施設
●ジオキサジンバイオレット製造用分離施
設・洗浄施設・熱風乾燥施設
●アルミニウム又はその合金製造用焙焼
炉・溶解炉・乾燥炉の廃ガス洗浄施設・湿
式集じん施設
●亜鉛回収用精製施設・廃ガス洗浄施設・
湿式集じん施設
●担体付き触媒からの金属の回収用ろ過
施設・精製施設・廃ガス洗浄施設
●廃棄物焼却炉の廃ガス洗浄施設・湿式
集じん施設及び灰ピット
●ＰＣＢ関連の分解施設・洗浄施設・分離施
設
●フロン類の破壊用プラズマ反応施設・廃
ガス洗浄施設・湿式集じん施設
●下水道終末処理施設
●上記施設からの排出水を処理する施設
（下水道終末処理施設を除く）

１０
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表３－５－６　
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設の

届出状況　〈排出ガスに係る特定施設〉
施設名：廃棄物焼却炉
年　度 施設数  工場・事業場数

Ｈ１３ ２７６ ２１６

Ｈ１４　 ２３４ １８３

Ｈ１５　 ２２２ １７７

Ｈ１６　 ２０９ １６５

Ｈ１７　 １９８ １５９

Ｈ１８　 １９３ １５７

Ｈ１９　 １８５ １４９

Ｈ２０　 １７８ １４１
Ｈ２１　 １７４ １３７

Ｈ２２　 １７３ １３６

Ｈ２３　 １６７ １３５

Ｈ２４　 １６３ １３２

Ｈ２５　 １５０ １１７
（注）
施設数及び工場・事業場数は各年度末現在のものである。

〈排出水に係る特定施設〉
施設名：漂白施設、廃棄物焼却施設の廃ガス洗浄
施設、湿式集じん施設、汚水等を排出する灰ピット

年　度 施設数  工場・事業場数

Ｈ２１　 ４９ ２６

Ｈ２２　 ４７ ２６

Ｈ２３　 ４１ ２３

Ｈ２４　 ４１ ２３

Ｈ２５　 ３９ ２１
（注）
施設数及び工場・事業場数は各年度末現在のものである。
瀬戸内海環境保全特別措置法対象の事業場も含む。

　また、県は、それらの遵守状況を確認するため、
特定施設を設置する工場・事業場に対して、毎年行
政検査を実施しています。平成２５年度には、２事業
場に対して行政検査を実施し、全ての施設で、基準
値以下であることを確認しています。
　農薬については、食品衛生法による農薬残留基
準を超えて食品に残留しないように農薬取締法で
農薬の使用基準が定められています。また、環境へ
の影響を考慮し、水産動物への被害、水質汚濁、航
空防除による危被害に対しても安全な使用方法が
定められています。県でも、農薬の基準等を受けて
「植物防疫指針」を作成し、県の指導機関、市町村

農業団体、農薬販売業者等を通じて農薬の適正か
つ安全な使用を指導しています。
　さらに、「ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）廃棄物の適
正な処理の推進に関する特別措置法」に基づき、
事業者等の保管状況を把握し、適正保管を指導す
るとともに、ＰＣＢ廃棄物の確実かつ適正な処理を
強く求めています。
　また、中小企業者等のＰＣＢ廃棄物処理費用の
助成を行うため、独立行政法人環境再生保全機構
に設置されている基金に対し補助を行いました。

（３）化学物質の適正な管理・利用の促進　
①適正かつ安全な農薬使用の推進　　　
　農薬は、農業生産の効率化、農産物の品質向上、
安定生産の上で欠くことのできないものです。反面、
使用方法等によっては人畜、有用動植物等にも悪
影響を及ぼすことがあるため、適正かつ安全な使
用が必要です。
　本県では、農薬使用等に際しては、農薬使用者
や地域住民の健康保持並びに有用動植物等に対
する被害防止のため、農薬使用基準等に基づく防
除を推進するとともに、水質汚濁性農薬の取扱要
領、無人ヘリコプターによる空中散布指導方針等を
制定し、危被害防止に万全を期すよう指導に努め
ています。
　また、農薬について関係法令の周知を図るととも
に、農薬の性質、適正使用及び危害防止方法、並
びに保管法等を広く一般的に周知徹底させるため、
農薬危害防止運動月間（６月１日～８月３１日）を設
定し、研修会等の開催、ポスターや周知資料等によ
る啓発を行っています。農業者を対象とした講習会
や、農薬販売業者等を対象とした農薬管理指導士
認定研修においても、農薬の散布者及び周辺住民
への危被害防止対策の周知徹底を図っています。
　さらに、農薬販売業者を対象に、農薬の危害防
止や流通の適正化を図るため、立入調査を行なっ
ているほか、ゴルフ場における農薬使用についても、
「徳島県ゴルフ場農薬安全使用指導要領」を制定
し、農薬の使用状況記録、水質の監視及びこれら
の報告を義務付けるなどの安全使用指導を行って
います。

②ＰＲＴＲ制度の周知・徹底
　事業者による化学物質の自主的な管理の改善
を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止する
ことを目的として、平成１１年に「特定化学物質の環
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境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に
関する法律」（化管法）が制定されました。
　化管法では、人の健康を損なうおそれ又は動植
物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれがあ
る等とされている５６２の化学物質を対象としており、
事業者が当該化学物質やそれらを含有する製品を
他の事業者に譲渡する際には、ＳＤＳ（安全データシ
ート）により当該化学物質の有害性や取り扱いに
関する情報を提供することが義務付けられています。
　また、５６２物質のうち環境中に広く継続的に存
在されるとされる４６２物質については、業種、従業
員数、対象化学物質の年間取扱量等で一定の条
件に合致する事業者に対して、環境中への排出量
等を把握して都道府県知事を経由して国に提出す
ることを義務付けています。
　この仕組みをＰＲＴＲ制度といい、県では、この制 

度の周知・徹底を通じて、事業者の自主的な化学
物質の化学物質の管理の改善を促進することにし
ています。

ＰＲＴＲ制度

３　今後の取組み
（１）ダイオキシン類対策
　ダイオキシン類対策特別措置法及び徳島県ダイ
オキシン類対策取組方針（平成１２年６月策定）に
基づいて、排出削減対策を推進していきます。

①発生源対策の推進
　特定施設に対する規制措置の徹底を図るため、
設置者に対する届出・測定及び結果報告について
の指導や、設置者からの報告に基づく基準遵守の
指導を行います。
　また、事業場への立入を実施し、特定施設の維
持管理状況、焼却物の種類、焼却灰等の貯留状況

等の調査を行い、ダイオキシン類の排出削減の指
導に努めます。さらに、設置者自身が行う測定とは
別に、県として特定施設を設置する工場・事業場に
おける排出状況を把握しておく必要があることから、
いくつかの対象事業場を抽出し、立入時に排ガス
等のダイオキシン類濃度の測定を実施します。
　また、法の規制対象外となる小規模焼却炉を設
置する者に対しては、廃棄物の処理及び清掃に関
する法律に基づく処理基準の遵守、焼却物の分別
の徹底、ごみの減量化、使用の中止等を呼びかけ、
野焼きのような不適正処理に対しては、関係機関と
協力しながら監視指導に努めるなど、特定施設以
外の排出源に対しても排出削減対策を推進してい
きます。

②モニタリングの推進
　ダイオキシン類による環境汚染の状況を把握す
るため、大気環境中、公共用水域の水質及び底質、
地下水質並びに土壌中のダイオキシン類の測定を
引き続き実施します。

（２）その他の化学物質対策
　農薬については、安全な農産物の安定供給を確
保するとともに、県民の保健衛生の確保、有用動植
物に対する危害防止に努め、農薬散布以外の防除
技術を駆使した総合防除対策についても推進して
いきます。
　また、ＰＲＴＲ制度に基づく届出については、事業
者に対して引き続き周知徹底に努めるとともに、代
替物質への転換などの排出削減対策を進めるよう
働きかけていきます。
　さらに、化学物質について県民の理解を深める
ため、県ホームページ等を通じて、ＰＲＴＲデータを
はじめとした化学物質に関する情報を積極的に提
供するとともに、事業者等が実施するリスクコミュニ
ケーションを支援していきます。
　その他、化学物質による環境汚染の未然防止を
図るための基礎資料を得るため、必要に応じて、化
学物質環境実態調査を実施します。
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